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意見番号 区分 意見内容 町の考え方 

１ 
 

 序論 ●「改訂序論」の位置づけ 
 先ず、「序論」の語義を『本論の理解を助けるた

め、前に置く文章』と解し、読者にとっては、本

計画書の全体像を概要的に把握する為の大切なパ

ートと考える。 
 そこで今般の「改訂序論」の位置づけを考えた

時、次の二つを想定した。 

 

(1) 
 

 ①の想定 
 「本計画書」は、平成 23 年度迄が「前期さむか

わ 2020 プラン」で、平成 24 年度からは「後期さ

むかわ 2020 プラン」とすると改訂序論は、「後期

さむかわ 2020 プラン」の全体像を町民等の利害関

係者に説明し、理解を深めるためのイントロダク

ションとなる。（※しかし、上記のように本計画書

の全体を「前期」、「後期」と二つに期間区分する

ことには、計画の構成ランクが下位の「基本計画」

で定めた計画期間との矛盾を感じる。依って、こ

の前期後期区分はランクアップして「改訂基本構

想」の中で「さむかわ 2020 プラン（後期）」と定

め直しが必要となる。 
②の想定 
 「改訂序論」は、「改訂基本構想」のイントロダ

クションとすると記載ページが変わってくるので

編集のし直し必要になる。 
 以上の意見について検討されたい。 

 寒川町総合計画「さむかわ

2020 プラン」における序論につ

きましては、平成 14 年度から平

成 32 年度までの基本構想に基づ

き、平成 24 年度からスタートす

る後期基本計画の策定にあたり、

町を取り巻く社会経済環境など

に対する社会的な背景を現時点

において再認識するものとして

構成しております。 
後期基本計画策定を行うに際

して、これらの社会的背景を鑑

み、現行の基本構想について、時

代趨勢などの時点修正を行った

ものが、今回の改訂基本構想（案）

となります。 
ご指摘の「さむかわ 2020 プラ

ン」に前期・後期を付してはどう

かといった提案だと思いますが、

「さむかわ 2020 プラン」につき

ましては、現行の基本構想を含

み、平成 32 年度までの計画期間

としていることから、現行のとお

りとさせていただきます。 
なお、計画書として前期・後期

の区分について明確にすべきで

あることから、表紙等で工夫して

まいります。 
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２  序論 ●「改訂序論」の全体文章を一読した結果の意見

は、次の通り。 
 

(1)  ①総合計画策定の趣旨 
 「・・実効性ある、寒川町総合計画「さむかわ

2020 プラン」の基本構想を改定し、後期基本計画

を定めるものです。」を「・・実効性ある、寒川町

総合計画「さむかわ 2020 プラン」の基本構想を改

訂し、後期計画（平成 24 年度から平成 32 年度で

の 9 年間）に於ける基本計画を定めるものです。」

に変更されたら如何か。 

 1 点目の文中「改定」を「改訂」

と変更とのご指摘ですが、ご指摘

のとおり「改訂」に修正いたしま

す。 
2 点目の「後期計画（平成 24

年度から平成32年度での9年間）

に於ける基本計画を定める」につ

きましては、この策定の趣旨とし

まして、総合計画全体としての策

定趣旨であるとともに、後期基本

計画の策定にあたりその策定の

趣旨を述べていることから、「基

本計画を定める」ではなく、現行

の「後期基本計画を定める」とさ

せていただきます。 
また、現計画の基本構想につい

て、既に平成 14 年度から平成 32
年度までとして策定しており、ご

指摘箇所の前段に「平成 24 年度

以降の今後の 9 年間を展望し、」

と記述していることから現行の

ままとさせていただきます。 
(2)  ②計画の名称 

 「さむかわ 2020 プラン（後期）」とされたら如

何か。 

 1－(1)の考え方により、現行ど

おりとさせていただきます。 

(3)  ③実施計画 
 「・・・前期基本計画においては 5 年ごとに・・・」

を「・・・前期実施計画においては 5 年ごとに・・・」

に変更されたら如何か。 

 ご指摘の「前期基本計画におい

ては」を「前期実施計画において

は」といったご意見ですが、この

項目については、実施計画の項目

であることから前段の様な記述

としております。しかしながら、

より簡潔にするため「これまでは 
5 年ごとに策定する」と変更いた 
します。 
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     また、この変更に伴いまして、

後段の「後期基本計画においての

計画期間は 3 年間とし、3 年ごと

に策定します。」についても「今

後の実施計画については、計画期

間を 3 年間とし、3 年ごとに策定

します。」と修正いたします。 
 なお、計画の構成図につきまし

ても、前期基本計画における実施

計画についても追加記述してま

いります。 
(4)  ④あゆみ 

 寒川駅北口地区土地区画整理事業の完成予定時

期を後日の為の記録として記載しておくべきと考

えるがどうか。 

 この改訂基本構想（案）におけ

る序論部分につきましては、１－

(1)でもご説明したとおり、社会的

な背景を捉え、町を取り巻く環境

について認識する役割を持って

おります。よって、より具体的な

事象ではなく、現状や方向性につ

いて記述していることから、現行

のままとさせていただきます。 
(5)  ⑤人口・世帯数の見込み 

 この見込み数値は、本計画の諸施策実行上重要

なファクター（要素）であり、その推計根拠は直

近の情報数値が求められる。依って、昨秋のセン

サス（国勢調査）速報値が斟酌されているかどう

か。 

 ご指摘のとおり、人口・世帯数

の見込みは、後期基本計画を策定

するにあたり重要な要素となり

ます。平成 22 年度実施の国勢調

査の結果について今年度内に把

握することは困難であることか

ら、平成 22 年 4 月 1 日現在の住

民基本台帳人口等による推計を

いたしました。 
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 (6)  ⑥第 4 章の項目名 
 「現本プラン」第 4 章の項目名と比較したとこ

ろ、次の通り大幅に変更されているが、その理由

は何か。 
＜現行＞ 
第 4 章 計画策定の基本的な考え方 
１ 社会経済環境変化への対応 
２ 施策の推進に向けて 
＜改訂＞ 
第 4 章 計画策定の背景 
１ 人口・世帯数の見込み 
２ 財政の見通し 
３ 社会経済環境変化に対する認識 
４ 計画策定の基本的な姿勢 

 ご指摘のとおり、今回改訂する

序論において、第 4 章につきまし

ては、大きく変更をしておりま

す。この理由といたしましては、

後期基本計画を策定するにあた

り、基本構想は、平成 14 年度か

ら平成 32 年度までを計画期間と

して策定しておりますが、既に

10 年間が経過しようとしており

ます。このようなことから、策定

当時と比べ時代変化は急速に進

むようになり、後期基本計画策定

において、時代背景を的確に把握

するとともに、現行の基本構想に

対する認識を深めることで、その

対応としての後期基本計画にお

ける施策展開を定めることがで

きます。 
 よって、この第 4 章において

は、時代背景として人口動態や財

政状況を把握し、社会経済環境変

化について認識するとともに、計

画策定にあたっての基本的な姿

勢について記述いたしました。 
(7)  ⑦４ 計画策定にあたっての基本的な姿勢 

 この項目名は、文章の内容から次の様に変えら

れたら如何か。 
 「４ 計画策定にあたっての課題と計画実現の

ための基本姿勢」 
本計画実現のため、次の課題に取り組みまちづ

くりを進めます。 

 計画策定にあたっての基本的

な姿勢につきましては、後期基本

計画策定に対する姿勢として、前

提条件を記述しております。ご指

摘の部分につきましては、各分野

ごとの課題としてではなく、基本

的な姿勢として記述しているこ

とから、現行のままとさせていた

だきます。 
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３  基本構想 ●「改訂基本構想」の文章全体を一読した結果の

意見は、次の通り。 
 

(1)  ①第 2 章 まちの将来像 
 モットーの「優しさと 輝きと うるおいのあ

るまち 湘南さむかわ」は、下図の「囲み説明」

に対する意見の関係で、次の様に変えられたら如

何か。 
 「優しさと 輝きと うるおいのある住みよい

まち さむかわ」 
 
＜囲み説明＞ 
「湘南」 
 温暖で住みよい環境と、若々しい 
まちをめざします。 

         ↓ 
「住みよい」 
 温暖で住み良い環境と、若々しい 
 まちをめざします。 

＜理由＞ 
 「湘南」は、現に位置づけられている固有名詞

であり、将来像としてそぐわない。 

 まちの将来像につきましては、

まちづくりの理念を基調に、豊か

な自然環境や歴史・文化など町が

持つ特性を生かしたまちづくり

を進めるため、まちの将来像を基

本構想の中で設定しております。 
本計画は、平成 14 年度から平

成 32 年度までの長期ビジョンと

して策定した計画であり、後期基

本計画を策定する上での基本方

針で、まちの将来像につきまして

は継承することといたしました

ので、現行のままとさせていただ

きます。 
 

(2)  ②第 4 章 将来の指標 
 人口及び世帯数の見込み数値には、昨秋のセン

サス（国勢調査）速報値が斟酌されているか。 
 その見込根拠には、直近の情報値が求められる

から。また、本町の「就業者数」の見込が省略さ

れているが、理由は。 
※本町の「就業者数」の見込は、将来の歳入積

算根拠の大切なファクターと考える。 

 ご指摘の人口及び世帯数につ

きましては、２－(6)においてご説

明申し上げましたが、就業者数の

見込みにつきまして、現在推計し

ている方法は、各産業別に従業者

数を推計し、これを国勢調査ベー

スでの従業者実績との相関によ

って変換するとともに、産業別就

業者数との比率によって産業別

就従比率を算出し、その数値を分

析・修正して推計しているもので

ございますが、あくまで推計値で

あり、近年の社会経済はグローバ

ル化の進展により、世界経済が地

域経済に直結する状況であり、ま

た、今後期待されるさがみ縦貫道

路をはじめとする都市基盤整備 
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    等により、町の状況は大きく変貌

することが想定できる状況の中

で、就業者数の推計については不

確実要素が多分に含まれている

ことから、近隣の総合計画の掲載

状況等も鑑み、記述しないことと

いたしました。 
(3)  ③周辺都市を含めた将来都市構造図の図示 

 当町の交通動脈である「ＪＲ相模線」の路線図

が欠落している。図示すれば、読者にとって位置

関係に一見性がなされ、理解しやすい。 

 ご指摘のＪＲ相模線につきま

しては、図表の中では表示してお

りますが、この図表としまして

は、町を取り巻く将来都市構造を

表しておりますので、町内路線図

などの詳細化したものにつきま

しては、町の将来都市構造で表し

ております。 
 

(4)  ④４ 豊かな心と文化をはぐくむまちづくり 
（１）ふれあいのある生涯学習を充実します。 
（２）豊かな心をはぐくむ教育を進めます。 
での「生涯学習」、「教育」の用語定義は、広義か

狭義か「教育振興基本計画」及び「学びプラン」

との整合性を図られたい。 

「第１節ふれあいのある生涯

学習を充実します」と、「第２節

豊かな心をはぐくむ教育を進め

ます」にある「生涯学習」と「教

育」についてですが、第１節では

「狭義の生涯学習（いわゆる社会

教育）」を、第２節では社会教育

に対する家庭教育・学校教育とい

う意味での「教育」という使い分

けをしております。 

 なお、総合計画前期基本計画に

基づいて策定した「寒川 学びプ

ラン」についてですが、これには

学校教育の中の「たしかな学力

（いわゆる知・徳・体うちの知）」

の部分の取扱いが少ないものと

なっております。そのため、現在

策定中の（仮称）寒川町教育振興

基本計画では、「寒川 学びプラ

ン」との統合を視野に入れ、その

精神を引き継ぎつつ、より学校教

育の充実をめざしたものとする

予定です。また、その実施計画期 

寒川町総合計画「2020 プラン」改訂基本構想（案）パブリックコメント意見一覧 



- 7 - 
 

意見番号 区分 意見内容 町の考え方 
    間についても総合計画後期基本

計画の実施計画に合わせるなど、

整合性のあるものといたします。 
(5)  ⑤５ 魅力ある産業と活力あるまちづくり 

（１）まちの特性を生かしたふるさとの創造を図

ります。 
 文末を次の様に変更されたら如何か。 
 『また、地域振興のため、現存の地域資源と「新

しい観光資源」の創出により、町の歴史と伝統文

化に触れ合える、滞在型観光の実現を図ります。』 

 観光分野につきましては、9 ペ

ージの「魅力ある産業の活性化に

対する認識」に基づいて、27 ペ

ージにおいて施策の方向で記述

しておりますが、ご指摘の部分に

つきましては、より具体性が高い

ことから今後策定いたします後

期基本計画の中で表現してまい

ります。 
４  基本構想 2002 年の総合計画「さむかわ 2020」の後期 2012

年から 9 年間の計画を見直すことは当然だと思い

ます。 
 つまり、1970 年の第 1 次総合計画以来、     

1978 年の第 2 次総合計画、1986 年の第 3 次総合

計画、1996 年の第 4 次総合計画、2002 年に総合

計画「さむかわ 2020」と順次計画され実行されて

きたようです。 
 日本は、戦後 1945 年から右肩上がりの経済政策

を基本に「行け行けどんどん」と発展しました。

しかし、2002 年頃より経済・産業における世界標

準が進むときに、日本の人口動態の右肩下りとい

う今まで経験したことのない状態になりました。 
 ですから、町（行政）は、住民に今までのよう

に補助金体制で総合計画等を実行していくことは

できないと情報を公開し、住民の声を生かした協

働の町づくりをしなければいけないことを広く知

らせるべきだと思います。 
 ところで、寒川町総合計画のためか、湘南広域

地区の市・町のどこにでもあてはまるような項目

になっています。 
 11頁のまちづくりの理念、13頁のまちの将来像、

14 頁・15 頁の体系図はあたりさわりのないことを

並べているようです。「優しさ、輝き、うるおい」

と欲張らないで、どれかひとつを重点にして、効

率的・効果的に実行できないでしょうか？ 
21 頁の将来都市構造図の中に「寒川神社」があ 

 町では、平成 18 年 12 月に寒川

町自治基本条例を制定し、その基

本理念として「町民と町が協働す

るまちづくり」を掲げ、町民と町

がそれぞれの責任を果たしなが

ら、相互に補完し、協力しあって

まちづくりを進めるものと定め

ております。 

 ご意見をいただきましたとお

り、町の情報について積極的に公

開をすることで、町を取り巻く環

境について町民の皆様にご理解

いただき、協働のまちづくりを推

進していきます。 

 また、『「優しさ、輝き、うるお

い」と欲張らないで、どれかひと

つを重点にして、効率的・効果的

に実行できないでしょうか』とい

ったご意見ですが、相模川などの

豊かな自然環境や歴史・文化など

町が持つ特性を生かして、魅力あ

るまちづくりを進めるため、平成

32 年度に向けたまちの将来像を

設定し、基本目標と施策の方向を

定めております。より具体的な内

容につきましては、今後策定いた

します後期基本計画や第 3 次実 
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   ることに気づきました。何か理由があるのでしょ

うか？ 
 

施計画でお示しし、各施策の推進

にあたっては、選択と集中の考え

方により効率的・効果的に進めて

まいります。 
 また、21 頁の将来都市構造図

の中に「寒川神社」の記述がある

理由は何かといったご質問です

が、町の魅力あるまちづくりには

観光対策が必要不可欠であり、広

域的な視野からの観光振興と地

域産業の連携が求められていま

す。 
 このような状況の中、町の歴史

と文化にふれあえる重要な地域

資源であると認識するとともに、

産業と観光の連携を促進するこ

とで、町の活性化を推進していき

たいと考えております。 
このようなことから、既存の観光

資源であるとともに、町のランド

マーク（陸標、灯台や鉄塔のよう

な土地における方向感党の目印

になる建物、地域を象徴するシン

ボル的なモニュメント、建築、空

間を意味する。また、広い地域の

中で目印となる特徴的な自然、建

物や事象も含まれる。）でもある

寒川神社の位置付けを将来都市

構造の中に表示しております。 
５  基本構想  私は新幹線新駅誘致とツインシティ構想には反

対です。気がついたら町の公用車にも促進の文字

が貼ってあり、驚いています。新駅ができたから

と言って、産業が活性化するでしょうか。岐阜鳥

羽の駅まわりの閑散とした様をご存じでしょう

か。横浜と小田原の間に駅があって、日に何台の

新幹線が止まってくれるのでしょうか。日本の国

の人口が減っていく今、よけいなものはいらない

と思います。それより食糧の自給率をあげてほし

いです。将来くるのは食糧難だと思うのですが。 

本町では、平成 9 年 11 月に神

奈川県東海道新幹線新駅設置促

進期成同盟会で本町の倉見地区

が東海道新幹線新駅誘致地区に

決定されたことで、新たな拠点と

しての形成や公共交通網等を勘

案したまちづくりの検討が必要

となったことから総合計画「さむ

かわ 2020 プラン」を策定いたし

ました。 

寒川町総合計画「2020 プラン」改訂基本構想（案）パブリックコメント意見一覧 



- 9 - 
 

 
 

 ※お寄せいただいた意見等の数 17 件 

意見番号 区分 意見内容 町の考え方 
    新幹線新駅誘致は、町の将来に

とってまちづくりを左右する重

要な基本目標としていることか

ら、より効率的且つ効果的な施策

展開を進めてまいります。 

また、食糧施策いわゆる農業施

策につきましても、都市化の進展

により都市型農業が盛んになり、

地産地消が進められている現在、

地域の特性を生かし、安全で質の

高い農産物の供給を図ってまい

ります。 

６  その他 ●意見募集の周知・啓蒙策について 
 町のパブリックコメント制度による本件「意見

募集」に係わる周知・啓蒙策は、①広報紙、②住

民説明会、③町ホームページ、④資料配付場所で

の閲覧による方法で周知啓蒙努力をされている

が、町民全戸に配布される広報紙での「内容」欄

の説明は、平易な記述で「改訂の目的」に一見性

のあることが、自治基本条例の精神からも求めら

れる。（※紙面のスペースは、イラスト部分の縮小

で対応可能と考える。） 

 ご指摘に対しまして、今後につ

きましては、広報やホームページ

などには、基本的な考え方や改訂

事項の概要をお示ししてまいり

ます。 

７  その他 ●「主たる改訂事項（箇所）」の説明について 
 「意見募集資料」に一見性のある「主たる改訂

事項（箇所）」の説明資料が添付されていると応募

の参考になる。 
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